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資源循環局事務分掌  

 

  総務部 

   総務課 

      庶務係 

        １ 局内の文書に関すること。 

        ２ 局内の事務事業の連絡調整に関すること。 

        ３ 局に属する庁舎の管理及び庁中取締りに関すること。 

        ４ 局に属する財産の管理に関すること。 

          ５ 局の危機管理に関すること。 

     ６ 局の事務事業の広聴に関すること。 

        ７ 公益財団法人横浜市資源循環公社に関すること。 

        ８ 他の部、課、係の主管に属しないこと。 

 

       経理係 

         １ 局内の予算及び決算に関すること。 

         ２ 局内の予算執行の調整に関すること。 

     ３ 一般廃棄物の処理に係る手数料等の徴収及び減免に関すること。 

     ４ 産業廃棄物の処分に要する費用等の徴収に関すること。 

     ５ 廃棄物処理の原価計算に関すること。 

         ６ その他局内の経理及び一般廃棄物の処理に係る手数料に関すること。 

 

   職員課 

    厚生係 

         １ 局所属職員の福利厚生に関すること。 

         ２ 局所属職員の安全衛生管理の総括に関すること。 

         ３ 局所属職員の研修に関すること。 

         ４ 局所属職員の公務災害に関すること。 

         ５ 局所属職員の事故の防止及びその処理に関すること。 

         ６ 他の係の主管に属しないこと。 

 

       職員係 

         １ 局所属職員の人事に関すること。 

         ２ 局所属職員の給与その他の勤務条件その他労務に関すること。 

   

   資源政策課 

１ 一般廃棄物処理事業に関する基本的な計画の立案及び進行管理に関すること。 

          ２ 局の重要施策の企画及び総合調整に関すること。 

     ３ 横浜市廃棄物減量化・資源化等推進審議会に関すること。 

     ４ 局の事務事業の広報及び情報化に係る企画並びに総合調整等に関すること。 

     ５ 一般廃棄物に関する情報の収集及び分析並びに統計の作成に関すること。 

     ６ 局の主管する事務事業に係る廃棄物等の調査、試験、研究等及びこれらを踏まえた局の施策

の推進に係る企画調整等に関すること。 

     ７ 局の主管する事務事業に係る廃棄物等の公害防止に関する調査及び指導に関すること。 
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   ３Ｒ推進課 

     １ 廃棄物等の発生抑制、再使用及び再生利用の推進に係る企画調整に関すること。 

     ２ 他区局・統括本部との連携による局の施策の総合的な立案及び推進に関すること。 

     ３ 廃棄物等の資源化のための施策の立案及び総合調整に関すること。 

 

  家庭系対策部 

   業務課 

    運営係 

     １ 事務所（北部事務所を除く。）に関すること（他の係の主管に属するものを除く。）。 

          ２ 輸送中継施設の運営管理に関すること。 

     ３ 資源化に係る中間処理施設及び一時保管施設の運営管理に関すること。      

４ その他一般廃棄物の処理に関すること（他の課、係の主管に属するものを除く。）。 

５ 一般廃棄物（事業系一般廃棄物を除く。）の発生抑制、再使用及び再生利用に関すること。 

６ 地域における発生抑制、再使用及び再生利用に向けた事業の推進に関すること。 

７ 環境事業推進委員に関すること。  

８ 街の美化の推進に関すること（他の局、部の主管に属するものを除く。）。 

９ 不法投棄廃棄物に関すること。 

10 横浜市放置自動車及び沈船等廃物判定委員会に関すること。 

11 部内他の課、係の主管に属しないこと。     

          

計画係 

      １ 一般廃棄物（し尿を除く。）の収集及び運搬に係る実施の計画及び調整等に関すること。 

     ２ 収集及び運搬に係る車両の配車計画に関すること。 

         ３ 一般廃棄物（し尿を除く。）の収集及び運搬に係る調査研究に関すること。 

     

浄化設備係 

     １ 浄化槽（地域共同浄化槽を含む。以下この部中同じ。）の設置に係る届出の受理及び審査並び

に指導監督に関すること。 

     ２ 浄化槽の維持管理状況に係る報告その他浄化槽に係る届出の受理及び指導に関すること。 

     ３ 浄化槽の維持管理についての指導監督に関すること。 

     ４ 浄化槽清掃業の許可及び指導監督に関すること。 

     ５ 浄化槽関係団体の指導に関すること。 

     ６ 一般廃棄物（し尿に限る。）の処理に係る調査研究及び実施の計画に関すること。 

     ７ し尿及び浄化槽の汚泥の処分に関すること。 

     ８ 公衆便所及び移動公衆便所に関すること。 

     ９ 北部事務所及び磯子検認所に関すること。 

     10 その他浄化槽及びし尿に関すること（他の課の主管に属するものを除く。）。 

 

磯子検認所 

          １ 検認所の管理に関すること。 

     ２ し尿等の輸送量の検認及び集計に関すること。 

     ３ 機械装置、電気設備その他付帯設備の運転操作及び維持管理に関すること。 

     ４ 所属職員の労務管理に関すること。 

     ５ 所属職員の安全衛生管理に関すること。 

 



 6

車両課 

        管理係 

          １ 車両の出納に関すること。 

          ２ 課に属する車両の管理及び運用に関すること。 

     ３ 車両に関する調査研究及び改善に関すること。 

     ４ 車両の点検、検査及び整備の計画に関すること。 

     ５ 車両の維持管理の指導監督に関すること。 

     ６ 車両の記録及び統計に関すること。 

     ７ 機材の保管に関すること。 

     ８ 他の係の主管に属しないこと。 

 

        整備係 

          １ 車両の点検、検査及び整備の実施に関すること。 

     ２ 機材の運用に関すること。 

     ３ 整備士の派遣に関すること。 

 

 

   事務所（北部事務所を除く。） 

          １ 事務所の管理に関すること。 

          ２ 一般廃棄物（し尿を除く。）の収集、運搬の実施に関すること。 

     ３ 一般廃棄物（し尿を除く。）の収集運搬業務の委託に係る管理監督に関すること。 

４ 一般廃棄物の処理手数料及び産業廃棄物の処分に要する費用の徴収に関すること（他の事務

所等に属するものを除く。）。 

     ５ 一般廃棄物の排出量の調査及び認定に関すること（他の事務所等に属するものを除く。）。 

     ６ 道路及び河川の清掃の実施に関すること。 

     ７ 事務所に属する車両の配車及び維持管理に関すること。 

     ８ 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者の指導監督に関すること。 

     ９ 廃棄物（固形状のものに限る。）の工場又は一般廃棄物の最終処分場（廃棄物の処理及び清掃

に関する法律（昭和 45年法律第 137 号。以下「法」という。）第 11条第２項の規定により一

般廃棄物とあわせて産業廃棄物を処理する処分場を含む。以下「処分地」という。）への搬入

に係る指示及び確認に関すること。 

     10 一般廃棄物（し尿を除く。）の発生抑制、再使用及び再生利用の推進に関すること（区役所の

主管に属するものを除く。）。 

     11 一般廃棄物（し尿を除く。）を排出する市民及び事業者に対する発生抑制、再使用及び再生利

用並びに適正処理に係る啓発及び指導に関すること。 

     12 環境事業推進委員に関すること（他の部の主管に属するものを除く。）。 

     13 街の美化（区役所の主管に属するものを除く。）及び不法投棄廃棄物（し尿を除く。）に関す

ること。 

     14 諸統計等の作成及び報告に関すること。 

     15 所属職員の労務管理に関すること。  

     16 所属職員の安全衛生管理に関すること。 

17 産業廃棄物処理業者及び特別管理産業廃棄物処理業者の指導監督に関すること。 

18 産業廃棄物を排出する事業者に対する指導監督に関すること。 
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   北部事務所 

          １ 事務所の管理に関すること。 

     ２ し尿の収集及び運搬の実施に関すること。 

     ３ し尿の排出量の調査に関すること。 

     ４ 事務所に属する車両の配車及び維持管理に関すること。 

     ５ 公衆便所の衛生管理に関すること。 

     ６ し尿の違法処理の監視に関すること。 

     ７ 所属職員の労務管理に関すること。 

     ８ 所属職員の安全衛生管理に関すること。 

 

  事業系対策部 

   一般廃棄物対策課 

     １ 事業系一般廃棄物の発生抑制、再使用及び再生利用に係る調査研究に関すること（他の局、

部の主管に属するものを除く。）。 

２ 事業系一般廃棄物の発生抑制、再使用及び再生利用に関する計画の策定、実施及び調整に関

すること（他の部の主管に属するものを除く。）。 

          ３ 一般廃棄物を排出する事業者に対する発生抑制、再使用及び再生利用並びに適正処理に係る

指導監督に関すること。 

          ４ 一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業に係る許可及び指導監督に関すること。 

          ５ 一般廃棄物処理施設の設置に係る許可、届出の受理及び指導監督に関すること。    

     ６ 部内他の課の主管に属しないこと。 

 

      産業廃棄物対策課 

        管理係 

          １ 産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業の許可及び指導監督に関すること。 

     ２ 産業廃棄物処理関係団体に関すること。 

     ３ 他の係の主管に属しないこと。 

 

    排出指導係 

     １ 産業廃棄物の処理に関する基本計画の立案及び調整に関すること。 

     ２ 産業廃棄物に関する調査研究に関すること。 

     ３ 産業廃棄物を排出する事業者（以下この部中「排出事業者」という。）に対する指導監督に  

      関すること。 

     ４ ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管状況等の届出の受理及び指導監督に関すること。 

     ５ 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく対象建設工事の届出等の受理及び 

      指導監督に関すること。 

 

    施設指導係 

     １ 産業廃棄物の中間処理及び最終処分に係る用地設定に関すること。 

     ２ 産業廃棄物埋立処分場の運営管理並びに防災及び安全対策の指導監督に関すること。 

     ３ 産業廃棄物処理施設の設置の許可及び指導監督に関すること。 

     ４ 産業廃棄物処理施設等の維持管理についての指導監督に関すること。 

     ５ 産業廃棄物処理施設に係る技術管理者の届出の受理及び指導監督に関すること。 

     ６ 使用済自動車の再資源化等に関する法律に基づく引取業者及びフロン類回収業者の登録、 

解体業及び破砕業の許可並びに指導監督に関すること。 

７ 特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法（平成 15 年法律第 98 号）に規

定する特定支障除去等事業に係る工事の設計及び施行に関すること。 
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  適正処理計画部 

   施設課 

    管理係 

     １ 一般廃棄物の処理施設による焼却等に係る実施の計画及び調整並びに調査研究に関するこ 

      と。 

      ２ 一般廃棄物の処理処分に係る局所管施設及び併設施設の施設配置の計画及び調整等に関する

こと。 

      ３ 局所管施設及び併設施設の工事に係る実施の計画及び調査研究に関すること。 

４ 局所管施設及び併設施設の工事に関する技術基準等の作成及び指導に関すること。 

      ５ 局所管施設及び併設施設の工事に係る設計単価、歩掛り等の作成及び調整に関すること。 

      ６ 局所管施設及び併設施設の工事に係る検査及び安全管理等に関すること。 

      ７ ごみ焼却灰の有効利用等の推進に関すること（資源化のための研究及び開発に関することを

除く。）。 

      ８ 局所管の国庫補助事業に係る会計実地検査の連絡調整に関すること。 

      ９ 他の係の主管に属しないこと。 

 

        施設係 

      １ 局所管施設及び併設施設に係る工事の設計及び施行に関すること（他の係の主管に属するも

のを除く。）。 

      

        設備係 

          １ 局所管施設及び併設施設に係る機械設備工事の設計及び施行に関すること。 

      

        電気係 

          １ 局所管施設及び併設施設に係る電気設備工事の設計及び施行に関すること。 

      ２ 局所管施設（電気主任が配置されている施設を除く。）に係る電気設備の維持管理に関する 

      こと。 

 

        土木係 

          １ 局所管施設及び併設施設に係る土木工事の設計及び施行に関すること。 

      

 

 

      処分地管理課 

        運営管理係 

          １ 一般廃棄物（固形状のものに限る。以下この部中同じ。）の埋立処分の実施の計画及び調整に

関すること。 

     ２ 一般廃棄物の最終処分場（廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第 137号。以

下この部中「法」という。）第11条第２項の規定により一般廃棄物とあわせて産業廃棄物を処

理する処分場を含む。以下この部中「処分地」という。）の運営管理に関すること。 

     ３ 市設置の処分地の設定に関すること。 

     ４ 市設置の処分地（法施行以前に市が設置した処分地を含む。）の諸施設の維持管理に関するこ

と(他の課、係の主管に属するものを除く。)。 

     ５ 市設置の処分地（法施行以前に市が設置した処分地を含む。）の環境保全に関すること(他の

局、部、係の主管に属するものを除く。)。 
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     ６ 市設置の処分地（法施行以前に市が設置した処分地を含む。）の跡地に関すること。 

     ７ 市設置の処分地に係る広報に関すること。 

     ８ 処分地管理事務所に関すること。 

     ９ その他処分地（法施行以前に市が設置した処分地を含む。）に関すること。 

     10 他の係の主管に属しないこと。 

 

        排水管理係 

          １ 市設置の処分地（法施行以前に市が設置した処分地を含む。）に係る排水の水質保全に関する

こと。 

     ２ 市設置の処分地（法施行以前に市が設置した処分地を含む。）に係る排水処理施設の維持管理

に関すること。 

 

        神明台処分地管理事務所 

          １ 処分地及び処分地管理事務所の管理に関すること。 

     ２ 一般廃棄物のうち固形状のもの（法第11条第２項の規定により一般廃棄物とあわせて処理す

ることができる産業廃棄物のうち固形状のものを含む。第４号において同じ。）の埋立作業に

関すること。 

     ３ 一般廃棄物の処理手数料及び産業廃棄物の処分に要する費用の徴収に関すること（処分地へ

直接搬入されたものに限る。）。 

     ４ 市設置の処分地への一般廃棄物のうち固形状のものの搬入量の調査及び認定に関すること。 

     ５ 処分地管理事務所に属する車両、機材及び施設の維持管理に関すること。 

     ６ 所属職員の労務管理に関すること。 

     ７ 所属職員の安全衛生管理に関すること。 

     ８ その他処分地（法施行以前に市が設置した処分地を含む。）に関すること。 

 

 工  場 

        技術管理係 

          １ 工場の管理に関すること（他の係の主管に属するものを除く。）。 

     ２ 一般廃棄物の搬入計画に関すること。 

     ３ 残灰の搬出処分に関すること。 

     ４ 所属職員の安全衛生管理に関すること。 

     ５ 一般廃棄物に係る焼却技術の調査研究並びに焼却作業の計画及び調整に関すること(他の課、

係の主管に属するものを除く。)。 

     ６ 受電、変電、配電及び発電の計画及び調整に関すること。 

     ７ 工場の主要設備の維持管理に係る工事の設計及び施行に関すること（部内他の課、係の主管

に属するものを除く。）。 

     ８ 焼却灰溶融設備に関すること（金沢工場に限る。）。 

     ９ 工場見学の受入れに関すること（他の部、課の主管に属するものを除く。）。 

        10 他の係の主管に属しないこと。 

 

        施設係 

     １ 一般廃棄物の検量及び適正搬入に関すること（他の部、課、係の主管に属するものを除く。）。 

     ２ 一般廃棄物の処理手数料及び産業廃棄物の処分に要する費用の徴収に関すること。 

     ３ 機械及び電気設備の点検整備に関すること。 

     ４ 工場の主要設備以外の設備の維持管理に係る工事の設計及び施行に関すること（部内他の課、
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係の主管に属するものを除く。）。 

     ５ 一般廃棄物の焼却作業の実施に関すること。 

     ６ 機械及び電気設備の運転操作に関すること。 

     ７ 保土ケ谷工場内における休止機器保全及び中継輸送施設運営管理等に関すること（旭工場に

限る。）。 

 



 

 

事 業 概 要 
 

 

 

 

 

 

平成 24 年６月５日 

 
 
 
 

資 源 循 環 局 

 



1 

 

平成 24 年度 資源循環局事業について 
 

本市では、平成23年１月に策定した新たな一般廃棄物処理基本計画「ヨコハマ３Ｒ夢
ス リ ム

プラン」

に基づき、市民・事業者・行政が更なる協働のもと、３Ｒ（※）の推進、とりわけ最も

環境にやさしいリデュースの取組を進めるとともに、なお残るごみを適正に処理する

ことで、限りある資源・エネルギーの有効活用と確保に努め、環境負荷の低減と健全な

財政運営が両立した持続可能なまちの実現を目指した廃棄物対策を進めています。 
 

（※）廃棄物のリデュース（発生抑制）、リユース（再使用）、リサイクル（再生利用）の３つのＲを進める取組 

 

平成 23 年 12 月に、環境問題や高齢化社会などに対応する施策の先進的なモデルと

なる都市として、国から「環境未来都市」の選定を受けたことから、市を挙げての取組が

必要であり、廃棄物対策についても様々な取組が求められています。 

これまでの取組により、「ヨコハマ３Ｒ夢
ス リ ム

プラン」の名称や目標が徐々に市民・事業者の

皆様に浸透しつつあることから、「ヨコハマ３Ｒ夢
ス リ ム

プラン」の２年目である平成 24 年度を

「３Ｒ夢
ス リ ム

アクションの年」と位置付け、市民・事業者の皆様に自ら３Ｒ行動を実践して

いただけるよう、様々な取組メニューを提供するとともに、積極的な働きかけを行って

まいります。 

また、横浜市中期４か年計画（平成 22～25 年度）の３年目を迎え、コスト縮減の徹底に

努めるとともに、計画の目標達成に向け、ごみと資源の総量の削減や、ごみ出しの困難な

高齢者等への支援を進めてまいります。 

さらに、市民生活に欠かせないごみの収集・運搬、処理・処分を、安心・安全かつ

安定的に実施するとともに、昨年３月に発生した福島第一原子力発電所の事故に起因する

放射線対策についても、市民の皆様の安全と安心を第一に、スピード感を持って取り組んで

まいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ⅰ 平成 24 年度資源循環局 予算総括表   

Ⅱ  主要事業一覧   

Ⅲ  事業内容  
１  ３Ｒの推進  

  (1) ヨコハマ３Ｒ夢プランの推進・普及啓発  

  (2) 家庭系対策  

  (3) 事業系対策  

２  市民サービスアップと運営の効率化  

  (1) 市民サービスアップ  

   (2) 運営の効率化  

３  適正処理の推進  

  (1) 収集運搬業務  

(2) リサイクル施設の運営管理等  

  (3) 焼却工場の運営管理等  

  (4) 最終処分場の運営管理等  

  (5) 産業廃棄物対策の推進  

４  放射線対策  



（単位：千円）

本年度 前年度 増△減 増減率

９款　資源循環費 43,555,262 44,071,251 △515,989 △1.2%

１項　資源循環管理費 25,869,704 27,056,735 △1,187,031 △4.4%

１目　資源循環総務費 18,267,712 19,162,485 △894,773 △4.7%

２目　減量・リサイクル推進費 4,553,567 4,702,692 △149,125 △3.2%

３目　事務所費 1,044,599 1,197,292 △152,693 △12.8%

４目　事務所等整備費 126,871 94,464 32,407 34.3%

５目　車両管理費 1,876,955 1,899,802 △22,847 △1.2%

２項　適正処理費 17,364,674 16,689,439 675,235 4.0%

１目　適正処理総務費 4,223,691 3,903,137 320,554 8.2%

２目　工場費 3,864,322 4,358,645 △494,323 △11.3%

３目　処分地費 6,944,108 6,585,911 358,197 5.4%

４目　産業廃棄物対策費 2,332,553 1,841,746 490,807 26.6%

３項　し尿処理費 320,884 325,077 △4,193 △1.3%

１目　し尿処理総務費 254,463 265,449 △10,986 △4.1%

２目　し尿処理施設費 66,421 59,628 6,793 11.4%

43,555,262 44,071,251 △515,989 △1.2%

13,802,738 13,832,300 △29,562 △0.2%

14款　分担金及び負担金 9,643 9,643 0 0.0%

15款　使用料及び手数料 6,461,559 6,131,280 330,279 5.4%

16款　国庫支出金 13,769 141,198 △127,429 △90.2%

17款　県支出金 30,720 37,998 △7,278 △19.2%

18款　財産収入 152,415 198,226 △45,811 △23.1%

19款　寄附金 0 8,000 △8,000 △100.0%

20款　繰入金 0 23,000 △23,000 △100.0%

22款　諸収入 6,492,632 5,851,955 640,677 10.9%

23款　市債 642,000 1,431,000 △789,000 △55.1%

29,752,524 30,238,951 △486,427 △1.6%

Ⅰ　平成24年度 資源循環局 予算総括表

款　項　目   

合　　　　　　　計

　特　定　財　源

財
　
源
　
内
　
訳

　一　般　財　源

2



（単位：千円）

24年度予算 23年度予算 差引

（１）ヨコハマ３Ｒ夢プランの推進・普及啓発

（２）家庭系対策

（３）事業系対策

（１）市民サービスアップ

（２）運営の効率化

（１）収集運搬業務

（２）リサイクル施設の運営管理等

（３）焼却工場の運営管理等

（４）最終処分場の運営管理等

（５）産業廃棄物対策の推進

　

（１）放射線濃度測定

（２）焼却灰からの放射性セシウム溶出防止対策

凡例： 中期４か年計画目標達成に向けた主な事業

△ 593

　焼却工場における吸着剤（ゼオライト・ベントナイト）を使用した
処理の実施

放射性セシウム濃度の測定
（廃棄物検査費ほか）

　　　　　放　射　線　対　策

工場長寿命化調査
　都筑工場における各設備の劣化状況の確認や補修方法の
検討など長寿命化の調査を実施

△ 99,295

26,382644,568

011,000

南本牧ふ頭第５ブロック処分場
整備事業

戸塚区品濃町最終処分場特定支障
除去等事業

38,823

資源選別施設運営費

2,005,692

1,941,101
  缶・びん・ペットボトルを中間処理するための資源選別施設の
管理運営

　環境負荷の低減のための低公害収集車（ハイブリッド車）の
導入

△ 1,525

1,782,121

197,245

40,348

1,719

223,571

13,230 △ 30

195,526

13,200

22,906

16,789

1,280,418 6,067

10,6696,120

786,420

1,274,351

災害対策用仮設トイレ整備事業 　排水設備対応型仮設トイレの配備

  燃やすごみ及びプラスチック製容器包装の中継輸送業務の
委託

収集車等低公害化推進事業

中継輸送業務委託事業

　　　　　適　正　処　理　の　推　進

クリーンタウン横浜事業

　缶・びん・ペットボトルの収集運搬業務を新たに７区で民間
事業者へ委託

　清潔で安全な街づくりの推進
　屋外の公共の場所での喫煙対策の推進

家庭ごみ収集運搬業務委託事業

生ごみ減量化推進事業

分別・リサイクル推進事業

　　　　　市民サービスアップと運営の効率化

　生ごみのバイオマス化について、具体的な分別回収、資源化
手法の調査・検討

　焼却工場における搬入物検査や一般廃棄物処理業者に
対する指導の実施

　土壌混合法等の講習会や事業者と協働した実演啓発の実施
　家庭用生ごみコンポスト容器及び電気式生ごみ処理機の
購入助成

　１０分別１５品目の分別収集とリサイクルの実施

環境事業推進委員事業

 各種広報媒体・啓発ツールを活用し、市民・事業者のライフ
スタイルの転換を図る。

　ふれあい収集、狭あい道路収集、粗大ごみ持ち出し収集の
充実・拡大

　未実施地域等に対する働きかけを強化
　実施団体及び回収業者に対し奨励金を交付

事業系ごみ適正処理・減量化推進事業

生ごみ回収・資源化調査事業

事業系ごみ適正搬入推進事業

資源集団回収促進事業

ぬくもりのある街横浜事業

    Ⅱ　主要事業一覧

事業名 事業概要

9,077

1,645,085

22,700

　　　　　３　Ｒ　の　推　進

発生抑制等推進事業

　集積場所における分別排出の啓発に加え、３R活動を中心と
した啓発・実践活動に取り組む

ヨコハマ３Ｒ夢
　スリム

プラン推進事業

1,499,337

5,247,000

4487,720 7,272

45,186 45,942

20,088

9,670

13,083

2,612

△ 238

　市民・事業者と連携した、ごみと資源の発生抑制（リデュース）
を中心とした取組の推進

763,514

670,950

11,000

12,845

　大規模事業所に対する減量化・資源化等計画書の提出を
求めるほか、立入調査を実施

△ 756

1,744,380

△ 37,167

0

1,978,268

0 33,382

452,267

0 6,500

443,998

0
　南本牧ふ頭第５ブロック処分場整備に伴う既設外周護岸等の
負担金

33,382

　戸塚区品濃町最終処分場の改善工事等の実施

6,500

　焼却工場や最終処分場等における放射性セシウム濃度の
測定

5,247,000

1,943,335

焼却工場における対策
（工場運営費）

　新規事業　　　　　拡充事業

　南本牧廃棄物最終処分場の排水処理施設における吸着剤
（ゼオライト）を使用した処理等の実施

452,267

304,752
最終処分場における対策
（南本牧排水処理施設維持管理費ほか）

304,752 0

拡

新 拡 中

中

中

中

中

中

中

拡

新

新

新

拡

拡

拡

拡

新

拡

中

１

２

３

４

  3
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１ ３Ｒの推進 本年度 前年度 差引 

（１） 
ヨコハマ３Ｒ夢プランの 

推進・普及啓発 

千円

80,595

千円 

78,700 

千円

1,895 

 

ア 発生抑制等の推進 

        ７，７２０千円 

ごみと資源の総量を削減するため、分別・リサイクル（再生利用）の取組に加え

て、３Ｒの中で 優先に取り組むべき「リデュース（発生抑制）」を中心とした取組

を進めます。 

市民の皆様が、日常生活における様々な場面で「ごみとなるものを断る」という

リデュース行動の第一歩を踏み出していただけるよう、具体的なメニューを数多く

提示します。 

とりわけ、誰もが取り組むことができるマイバッグやマイボトル等の利用につい

て、リデュース行動の象徴的な取組として引き続き推進していきます。 

 

また、燃やすごみの約３割（重量比）を占める生ごみの発生抑制を進めるため、

家庭で手軽に始められる生ごみの水切りや土壌混合法等による生ごみの減量化な

ど、分別から一段階進んだリデュース行動を働きかけていきます。 

 

併せて、リデュースの推進体制である「ヨコハマＲひ
リデュース

ろば」のウェブサイトやメー

ルマガジンを活用して、市民・事業者の皆様に様々な場面に対応したごみ減量メニュ

ーを数多く示し、自ら実践していただくよう働きかけることで、循環型ライフスタイ

ルやビジネススタイルへの転換を目指します。 

また、事業者の皆様と連携し、コンビニエンスストアで不要なレジ袋等を受け取ら

ない「オフィスでも３Ｒ夢
ス リ ム

」や「マイボトルスポット」の拡大、スーパーにおける食

品トレー削減の取組等を支援・推進することで、市民の皆様のリデュース行動につな

がる取組を具体化させていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中

Ⅲ 事業内容 
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 イ 普及啓発・環境学習の推進   

７２，８７５千円 

市民・事業者の皆様に「ヨコハマ３Ｒ夢
ス リ ム

プラン」の趣旨や目標をご理解いただき、

自発的な３Ｒ行動を実践していただくため、分かりやすく、きめ細かな普及啓発活

動を実施していきます。 

また、引き続き、収集事務所や焼却工場などの啓発拠点機能を強化・拡充すると

ともに、ウェブサイトやＤＶＤ、パンフレット、イベントなど様々なツールを活用

して、あらゆる年齢層を対象とした啓発を実施していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

中

《リデュース》 

《リユース》 

古紙・プラスチック製

容器包装の分別徹底 

製品の繰り返し利用の促進

様々な場面に対応した 

ごみ減量メニューの提供 

・プラスチック製
容器包装識別マ
ークの確認徹底 

・飲食店における小盛りメニューの拡大 

・生ごみの水切り 

・土壌混合法等による
生ごみ減量化 

・リユース食器、リユース
家具の利用 

・エコな料理法の工夫 

・食品トレー削減（簡易包装）の取組 

・小売店でのレジ袋削減の取組 

・フリーマーケットやリサイ
クルショップ、古本屋など
の活用 

・詰め替え製品の利用 

・不用品交換情報の活用

・ドギーバッグ（持ち帰り用容器）の利用促進 

《リサイクル》 

・包装紙や菓子箱などリ
サイクル可能な「その他の
紙」の排出方法の徹底 

【市民による取組例】【事業者による取組例】 

・家庭での食べ切り 

・プラスチック製
品とプラスチック
製容器包装の
分別徹底 

《主な啓発ツール》 

・収集事務所、焼却工場による出前講座、啓発 

拠点（ひろば）運営、見学者対応 

・収集事務所職員、環境事業推進委員による 

集積場所での啓発活動 

・３Ｒ夢ラッピング収集車の活用 

・ヨコハマＲひろばの推進 

 （ウェブサイト、メールマガジン等） 

・小中学生向けウェブサイトの運営 

・分別検索システム「MIctionary
ミ ク シ ョ ナ リ ー

」の内容充実 

・ＤＶＤを活用した住民説明会の開催 

・小学生版環境学習副読本の配布 

・局独自のイベントや区民祭り等のイベント参加

を通じたＰＲ 

・「ヨコハマ３Ｒ夢!」広報大使（横浜 F・マリ 

ノス等）によるＰＲ 

・啓発グッズを活用した啓発活動 

・事業所立入調査を通じた働きかけ 

・事業者とタイアップした啓発活動 

・マイバッグ、マイボトル、 
マイ箸の利用 

・簡易包装の利用 

【市民による取組例】

・マイボトルスポットの拡大 

拡
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１ ３Ｒの推進 本年度 前年度 差引 

（２） 家庭系対策 
千円

2,473,767

千円 

2,549,304 

千円

△75,537

 

 ア 分別・リサイクルの推進    

             １,７２８,０４８千円 

 

(ｱ) 分別の徹底と定着に向けた取組 

分別のさらなる徹底と定着に向け、引き続き、分別されていないごみの取り残

しや、分別が徹底されていない地域を中心とした啓発・指導を実施します。 

とりわけ、未分別の多い品目（古紙やプラスチック製容器包装）については、

出前講座、住民説明会、啓発イベント等を通じて、更なる分別の徹底を図ります。 

また、分別ルールが守られていない集合住宅について、家主・管理会社などに

対し、改善の取組を要請することで、分別の更なる徹底・定着を図ります。 

 
(ｲ) 収集した資源物のリサイクル 

分別収集した資源物の売却・資源化委託を実施します。 
また、リサイクル施設へ赴き、処理工程の確認や書類の提出などにより、市民

が分別した資源物が確実にリサイクルされていることを確認します。 

 

 

 イ 資源集団回収の促進      

                       ６７０,９５０千円 

市民と事業者の自主的な減量・リサイクル活動である資源集団回収を促進するた

め、実施団体及び回収業者に対し、奨励金を交付します。 

また、古紙の行政回収から資源集団回収への移行を進めるため、未実施地域や行

政回収への排出が多い地域に対する働きかけを強化します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

拡 

中 拡 
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 ウ 生ごみの回収・資源化の実証実験      

                   １１，０００千円 

燃やすごみの中に３割以上含まれている生ごみのバイオガス化について、異物の

混入や臭気、処理コストなどの様々な課題への対応策や、具体的な回収・資源化シ

ステムの構築について、引き続き調査・検討します。 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 エ 家庭での生ごみ減量化の推進           

             １２，８４５千円 

生ごみの減量化・堆肥化の取組を浸透させるため、各区において土壌混合法等の

生ごみ処理の講習会や事業者と協働して実演啓発を実施するなど、より積極的な普

及啓発を行うとともに、引き続き生ごみコンポスト容器及び家庭用電気式生ごみ処

理機の購入助成を実施します。 

 

・家庭用生ごみコンポスト容器購入助成 

助成数 800 基 

助成額 上限 3,000 円／基（１世帯２基まで） 

 

・家庭用電気式生ごみ処理機購入助成 

助成数 500 基 

助成額 10,000 円／基を限度とし、購入額の１／２（１世帯１基まで） 

 

 

オ 国の指定法人等への資源物の引き渡し        

          ５０,９２４千円 

資源選別施設で選別した缶・びん・ペットボトルのうち、その他の色（茶色・無

色以外）のびんとペットボトルを、指定法人等に引き渡し、リサイクルします。 

また、民間事業者に委託し中間処理（異物除去・圧縮・梱包）したプラスチック

製容器包装についても、指定法人に引き渡し、リサイクルします。 

 

拡中

中
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１ ３Ｒの推進 本年度 前年度 差引 

（３） 事業系対策 
千円

142,848

千円 

178,070 

千円

△35,222

 

 ア 事業者による減量化と分別徹底の推進  

           １８，７８２千円 

事業系ごみの減量化と分別の徹底を推進するため、廃棄物管理責任者講習会や出前

講座を開催するなど、様々な機会を通じて排出事業者に対する働きかけを行います。 

また、事業系ごみの食品廃棄物の発生抑制を推進するため、食べきり協力店のモデ

ル事業などを実施します。 

さらに、収集事務所と連携して、事業所への立入調査を実施するとともに、積極的

に３Ｒ活動を行っている事業所を優良事業所として認定することにより、事業所によ

る３Ｒ活動を推進します。 

 

 

イ 焼却工場への適正搬入の推進 

                       ６０，２６５千円 

焼却工場において、常時、搬入物検査を行うことで、古紙等の資源物や廃プラス

チック類等の産業廃棄物の不適正搬入を防ぎ、事業系ごみの分別の徹底とリサイク

ルルートへの誘導を行い、事業者の適正処理を促進します。 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 「市役所ごみゼロ」の推進  

             ６３，８０１千円 

横浜市役所が率先して、ごみの発生抑制と分別に取り組み、施設から排出されるご

みの減量・リサイクルを推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中 拡
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２ 
市民サービスアップと 

運営の効率化 
本年度 前年度 差引 

（１） 市民サービスアップ 
千円

336,967

千円 

345,591 

千円

△8,624

ア ぬくもりのある街横浜事業 

１３，２００千円 

現場で働く職員の力を 大限に活かし、高齢化社会の進展や多様化する市民ニーズ

に対応したごみ出し支援を実施します。 

 

(ｱ) 「ふれあい収集」の充実・拡大 

ごみの持ち出しが困難な一人暮らしの高齢者等を対象に、玄関先までごみを取

りに伺う「ふれあい収集」を引き続き実施します。 

また、職員が収集を行う際に、積極的に声掛けを行うことなどで安否の確認等

を行い、関係機関と連携しながら、高齢者等が安心して暮らせるよう、業務の充

実・拡大を図ります。なお、地震等の災害発生時には、全ての対象者に安否確認

などを実施します。 

 

(ｲ) 「狭あい道路収集」のエリア拡大 

収集車が進入できない、ごみの持ち出しが不便な地域において、軽車両で収集

を行う「狭あい道路収集」のエリア拡大を図ります。 

 

(ｳ) 「粗大ごみ持ち出し収集」の実施 

一人暮らしの高齢者など指定の場所まで粗大ごみを持ち出すことが困難な方を

対象に、自宅内まで粗大ごみを取りに伺う「粗大ごみ持ち出し収集」を引き続き

実施します。 

 

(ｴ) 地域貢献 

負傷者や急病人に対して応急処置を行うことが出来るよう、収集事務所や焼却

工場の職員を対象に、引き続き普通救命講習等を実施します。 

また、地域に も身近なサービスである点を活かし、職員が防犯パトロールや

ボランティアで清掃活動等を実施し、地域社会に貢献します。 

 

イ 集積場所の改善に向けた対策  

                 ９，０００千円 

   カラス等小動物によるごみの散乱や、地域外からの未分別ごみの持ち込みなど、

地域だけでは解決することが難しい課題に対応するため、収集事務所職員による集

積場所快善（改善）隊が地域へ伺い、散乱防止対策や分別の定着に向けたアドバイ

スなど、地域の方々と協働した取組を実施します。 

 

中
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ウ 資源物の拠点回収の実施 

                     ２０，１７４千円 

多様な資源の回収ルートを確保し、分別排出の利便性を向上させるため、一部の

区役所・地区センターなどに設置している資源回収ボックス及び収集事務所、資源

回収センターにおいて、資源物の回収を実施します。 

 

 

エ クリーンタウン横浜の推進  

                   ２２３，９４１千円 

「清潔で安全な街・ヨコハマ」の実現を目指し、美化推進重点地区で歩道清掃を

実施するほか、街の美化の推進とたばこの火による火傷などの危険を防止するため、

喫煙禁止地区の取組を進めます。また、喫煙禁止地区外においても、各区と連携し

ながら、ポイ捨て・歩行喫煙防止の取組を強化します。 

 

・都心部及び各区美化推進重点地区等での歩道清掃等の実施 
・美化推進員による喫煙禁止地区（６地区）の巡回指導及び過料徴収の実施 
・美化推進重点地区でポイ捨て・歩行喫煙防止の啓発活動を実施 
・喫煙禁止地区外でポイ捨て・歩行喫煙防止の啓発活動の強化 
・喫煙禁止地区の周知の徹底 

 

 

 

                

オ 不法投棄防止対策の推進  

                      ６７，１１５千円 

区役所や警察等の関係機関が一体となって不法投棄の防止対策と投棄物の早期処

理等を実施します。 

なお、不法投棄された家電（エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類

乾燥機）は家電リサイクル法に基づき、またパソコンは資源有効利用促進法の趣旨

に沿って、それぞれリサイクル処理します。 

 

・ 警報装置       新設１基（既設 53 基） 

・ 夜間パトロールの実施 延べ 705 日 

 

                   

 

カ 放置自動車対策の推進 

                         ３，５３７千円 

「横浜市放置自動車及び沈船等の発生の防止及び適正な処理に関する条例」に基

づき、放置自動車の発生を防止するとともに、廃物認定前に一時移動を行うなど、

迅速な撤去・処理を行います。 
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２ 
市民サービスアップと 

運営の効率化 
本年度 前年度 差引 

（２） 運営の効率化 
千円

3,786,269

千円 

3,451,524 

千円

334,745

 

ア 家庭ごみ収集 

 

(ｱ) 家庭ごみ収集運搬業務委託   

           ２,００５，６９２千円 

家庭ごみ収集運搬業務の効率化を図るため、新たに７区（鶴見区・保土ケ谷区・

金沢区・青葉区・都筑区・戸塚区・瀬谷区）の缶・びん・ペットボトルの収集運

搬業務を民間事業者へ委託し、実施しています。 

なお、栄区については、燃やすごみ等について本市職員による収集に切り替え、

引き続きプラスチック製容器包装と缶・びん･ペットボトルの収集は委託により実

施しています。 

 

家庭ごみ収集運搬業務の民間委託状況(平成 24 年度) 

・ 家庭ごみ全品目 １区（中区） 

・ プラスチック製容器包装 全 18 区（中区を含む） 

・ 缶・びん・ペットボトル 12 区（鶴見区・神奈川区・西区・中区・港南区・保土ケ谷区・金沢

区・青葉区・都筑区・戸塚区・栄区・瀬谷区） 

 

(ｲ) 中継輸送業務委託  

                       ７８６，４２０千円 

燃やすごみ収集運搬業務の効率化と、焼却工場の安定稼動を図るため、市内４

か所（神奈川、保土ケ谷、戸塚、神明台）の中継施設の管理運営及び運搬業務を

委託により実施しています。 
なお、これまで（財）横浜市資源循環公社に委託していた管路収集施設のごみ

の運搬業務については、新たに神奈川輸送の運搬業務と一体で民間事業者に委託

することで、更なる効率化を図ります。 
プラスチック製容器包装の収集運搬業務の効率化を図るため、市内４か所（神

奈川、金沢、都筑、神明台）のストックヤードから、圧縮梱包を行う中間処理施

設（別途委託）への中継運搬業務を民間事業者に委託し、実施しています。 
 

 

 

 

拡
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イ 粗大ごみ受付・収集運搬業務         

           ９３１，６５７千円 

受付業務については、全区一括して民間事業者に委託し、収集運搬業務については、

公社と民間事業者に委託し、実施しています。 

また、粗大ごみの自己搬入を引き続き市内４か所（鶴見・港南・都筑・神明台）で

受け入れるほか、再利用できる粗大ごみの提供を、収集事務所や焼却工場、イベント

などの場を活用して行います。 

   

  ＜委託化の推移＞ 

平成 10 年度 財団法人横浜市資源循環公社へ収集運搬業務を全面委託 

平成 15 年度 粗大ごみインターネット受付開始 

平成 17 年度 受付及び収集運搬業務の一部地域を民間事業者へ委託（２エリア、市内 6 区） 

平成 18 年度 民間事業者への委託を拡大（４エリア、市内 13 区） 

平成 23 年度 受付業務と収集運搬業務を分離 

受付業務は南部エリアを除く全エリアを一括して民間事業者へ委託（市内 13 区） 

平成 24 年度 受付業務は全エリアを一括して民間事業者へ委託（市内全区） 

収集業務は民間事業者への委託を拡大（市内 15 区） 

 

                            

ウ 公衆トイレの日常清掃業務      

            ６２,５００千円 

資源循環局で所管する 83 か所の公衆トイレの清掃を民間事業者へ委託し、実施し

ております。 
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３ 適正処理の推進 本年度 前年度 差引 

（１） 収集運搬業務 
千円

3,334,319

千円 

3,519,295 

千円

△184,976

 

ア 収集事務所等の運営・管理  

          １，１９８，９８０千円 

収集事務所の運営、維持管理等を円滑に行うとともに、老朽化したボイラー、空

調設備の更新工事を計画的に行います。 

また、耐震補強が必要な車両課事務所棟について、耐震化工事を行うなど、施設

保全や長寿命化に努めます。 

 

 

 

イ 収集車両の維持管理  

              １，８７６，９５５千円 

安定的かつ効率的な収集運搬業務を実施するため、収集車両の保全や燃料の調達

を行うとともに、車両の更新を行います。また、環境負荷の低減に資するハイブリ

ッド収集車を引き続き導入します。 

 

ハイブリッド収集車導入台数  ３台（累計 123 台 ※リース含む） 

 

 

 

 

 

 ウ し尿の収集運搬等     

                         ２５８，３８４千円 

浄化槽の設置審査・維持管理指導等を行うとともに、し尿等を適正に処理（収集・

運搬・処分）します。あわせて、市内に設置している公衆トイレの維持管理を行い

ます。なお、利用頻度の少なく老朽化している公衆トイレについては、廃止を検討

します。 

災害時のトイレ対策として、排水設備対応型仮設トイレを、地下の配管工事が完

了している地域防災拠点へ順次配備するとともに、北部事務所職員が地域防災拠点

で行われる防災訓練や地域のイベントなどへ参加し、災害時のトイレ対策について

市民に周知を図ります。 

また、葉山町のし尿処理施設の更新工事に伴い、葉山町のし尿等を、引き続き磯

子検認所で受け入れます。 

 

 

 

 

 

 

拡 
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３ 適正処理の推進 本年度 前年度 差引 

（２） 
リサイクル施設 

の運営管理等 

千円

1,993,936

千円 

1,991,201 

千円

2,735

 

ア 資源選別施設の運営・管理 

              １，９７７，０３６千円 

分別収集した缶・びん・ペットボトルを市内４か所の選別施設（鶴見、金沢、緑、

戸塚）で品目別及び材質別（缶をアルミとスチール）や色別（びんを茶色・無色・

その他の色）に選別します。 

選別した資源物は、売却（缶、茶色・無色のびん）又は指定法人に引き渡し（ペ

ットボトル、その他の色のびん）ます。 

  

 

 

 

 

 

 

イ リサイクル技術・処理技術等の調査・研究 

        １６，９００千円 

工場へ搬入される燃やすごみの組成調査を行うとともに、ごみ等の資源化手法に

ついて調査・検討を行います。 
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３ 適正処理の推進 本年度 前年度 差引 

（３） 焼却工場の運営管理等 
千円

3,381,455

千円 

4,350,584 

千円

△969,129

 

ア 焼却工場の運営・管理 

３，３５３，８３２千円 

４工場の効率的な運営管理と適切な補修工事の実施により、安定稼動を図るととも

に、効率的なごみ発電を行い、発電収入の確保に努めながら、夏季の電力不足対策

にも協力します。 

また、一時休止している保土ケ谷工場については、引き続きバックアップ工場とし

て維持管理していくとともに、中継施設としても活用します。 

引き続き、三浦市の燃やすごみを鶴見工場で受け入れます。 

 

 

                        

稼働開始年月 焼却 能 力 発 電 能 力

都 筑 工 場 昭 和 59 年 4 月 1,200t/日 12,000kW

鶴 見 工 場 平 成 7 年 4 月 1,200t/日 22,000kW

旭 工 場 平 成 11 年 4 月 540t/日 9,000kW

金 沢 工 場 平 成 13 年 4 月 1,200t/日 35,000kW

保土ケ谷工場
( 一 時 休 止 )

昭 和 55 年 7 月 - -
 

 

 

 イ 焼却工場の長寿命化に向けた調査    

          ６，５００千円 

焼却工場を長く有効活用するため、稼働から 28 年を経過した都筑工場について、

各設備の劣化状況の確認や補修方法の検討など長寿命化の調査を行います。 

 

ウ 工場環境保全調査 

                             ５，７２０千円 

焼却工場の適正な運営管理のため、ダイオキシン類対策特別措置法に基づき、排

出ガス、飛灰、焼却灰、排水及び土壌中のダイオキシン類の調査を行います。 

 

エ その他管理費等 

                             １５，４０３千円 

焼却工場、 終処分場等の適正な運転管理と公害防止のため、排出ガス、排水等

の試験、分析調査を行うとともに、作業環境中のダイオキシン類測定調査及び保護

具の購入等を行います。 

 

 

新

(一時休止)

旭 

保土ケ谷 

鶴見 

金沢 

都筑 
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３ 適正処理の推進 本年度 前年度 差引 

（４） 最終処分場の運営管理等 
千円

6,965,413

千円 

6,846,395 

千円

119,018

ア 南本牧ふ頭第５ブロック処分場の整備  

          ５，２５１，８８０千円 

南本牧ふ頭第５ブロックに新たな 終処分場を整備することに伴い、既設外周護岸

等の負担金（52 億 5 千万円）を支出します。 

なお、平成 24 年度は引き続き遮水護岸※の地盤改良工事等を進めます。既存処分場

（第２ブロック）の延命化を図ることで 29 年度の供用開始を目指します。  

※ 廃棄物を投入する区画から外部に水が漏出しないように建設している護岸。 

 

 

 

 

 

 

イ 南本牧廃棄物最終処分場（第２ブロック）の運営・管理 

１，３３２，８９１千円 

現在供用中の南本牧廃棄物 終処分場（第２ブロック）において、一般廃棄物及び

市内中小企業等から排出される産業廃棄物の埋立業務や、排水処理施設の維持管理等

を行います。 

 

ウ 神明台処分地等の運営・管理   

              ３４７，１６２千円 

平成 22 年度末で埋立を終了した神明台処分地及び旧処分地（長坂谷等７か所）の

運営管理を行います。また、排水処理施設を適正に維持管理し、 終処分場からの排

水の水質を適正に管理することで、放流先河川等の汚濁の防止及び環境の保全を図り

ます。 

 

エ 処分地環境保全調査 

                       ２１，２００千円 

神明台処分地及び南本牧廃棄物 終処分場の大気、土壌、水質について、ダイオキ

シン類等の周辺環境に対する影響調査を引き続き実施します。 

 

オ 神明台処分地暫定利用施設の運営・管理 

              １２，２８０千円 

神明台処分地で暫定的に開放している野球場やサッカー場、多目的広場等の管理運

営を行います。 

 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29年度

南本牧
第２ブロック

処分場

新規処分場
（第５ブロック）

埋立中

建設工事 供用
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３ 適正処理の推進 本年度 前年度 差引 

（５） 産業廃棄物対策の推進 
千円

1,996,496

千円 

1,581,262 

千円

415,234

 

ア 排出事業者・処理施設の指導等の推進 

             ２９，７３８千円 

発生抑制、減量化・資源化、適正処理を推進するため、排出事業者・処理施設・

許可業者等への立入調査等を実施するほか、多量排出事業者への指導、再生砕石へ

の石綿混入防止のための立入指導を実施します。また、処理業等の許可申請に対す

る審査、建設リサイクル・自動車リサイクル法の運用などを行います。 

 

イ 不適正処理の監視・指導強化  

                      ２１，８７０千円 

不適正処理への迅速な対応を図るとともに、違法事案に対して厳正な措置を講じ

るため、収集事務所と県警ＯＢを中心とした専従機動班が連携して、適正処理を推

進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ ＰＣＢ廃棄物適正処理の推進 

                 １，５５３千円 

市内のＰＣＢ廃棄物は、「東京ＰＣＢ廃棄物処理施設」（１都３県のＰＣＢ広域処

理施設）で順次処理されていますが、処理が行われるまでの間、適正に保管・管理

するよう要綱に基づき指導します 

また、適正な保管が困難な事業者等のＰＣＢ廃棄物が優先して処理されるように、

引き続き関係機関と調整を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市内保管 

ＰＣＢ廃棄物 

適正保管困難ＰＣＢ廃棄物 

優先処理 

H19～H28 で順次処理 

広域処理施設 

H17.11 稼働(東京都内)

市 民 
相 談 窓 口

（収集事務所）

専 従 機 動 班

（産業廃棄物対策課）

不適正処理事業者

連絡調整 

通報 
初動調査

通報 

回答 

立入調査 

行政指導 

違法事案に対する厳正な措置 

回答 
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エ 戸塚区品濃町最終処分場対策 

            １，９４３，３３５千円 

周辺の生活環境の支障を除去するため、産廃特措法に基づく「実施計画書」に従

い、改善工事を行政代執行します。 

平成 24 年度は、廃棄物の崩落・飛散防止等の対策として、引き続き擁壁築造や廃

棄物整形等の改善工事を実施します。また、実行者及び排出事業者への責任追及を

引き続き行います。 

 

 

※ 戸塚区品濃町最終処分場対策概要 

(ｱ) 地下水等の汚染防止策 

・処分場内に汚水揚水井戸を設置し、汚水の排除を行うことで場外への漏出を抑制します。 

・汚染地下水揚水井戸を設置し、汚染地下水の排除を行うことで地下水の汚染拡散を防止します。 

 

(ｲ) 廃棄物崩落、飛散防止対策 

擁壁を設置し、急傾斜部分を安定勾配に整形・覆土することで、廃棄物の崩落・飛散を防止します。

 

(ｳ) スケジュール 

 H20 H21 H22 H23 H24 H25 

地下水汚染防止対策工事       

廃棄物崩落、飛散防止対策工事       

モニタリング・施設管理等       

 

(ｴ) 事業費 

約 55 億円（平成 20 年～25 年度） 
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本年度 前年度 差引 

４ 放射線対策 
千円

790,401

千円 

0 

千円

790,401

 

 ア 放射線濃度測定    

 ３３，３８２千円 

焼却工場の焼却灰や排ガス、 終処分場の排水や周辺海水などについて、定期的

に放射性セシウムの測定を行い、結果をホームページに公表します。 

 

 イ 焼却灰からの放射性セシウム溶出防止対策    

          ７５７，０１９千円 

(ｱ) 焼却工場における対策 

焼却灰（飛灰）からの放射性セシウムの溶出抑制を図るため、焼却工場のバグ

フィルター前でゼオライト（吸着剤）を噴霧するとともに、飛灰をベントナイト

（吸着剤）と一緒に混練する処理を行います。 

 

(ｲ) 南本牧廃棄物最終処分場における対策 

処分場内水の水質対策を効果的に行うため、平成 23 年度に引き続き、焼却灰

（主灰）や既に陸地化した部分の掘削物などを用いて「締切堤」を設置し、処分

場の内水部分に焼却灰（飛灰）の埋立ゾーンを設けます。 

また、処分場内水中のセシウム濃度が上昇した場合の緊急的な対応として、排

水中（内水）の放射性セシウムを除去するため、排水処理施設の凝集沈殿槽にゼ

オライト（吸着剤）を添加し、放射性物質を汚泥として排出するなど、放射性物

質の除去対策を進めます。 

なお、排出された汚泥は、既存の施設を利用し、セメント固化することで、更

なる安全性の確保を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新 

新



可燃物
売却

不燃物

売却

無色・茶色 　 　

その他色 引き渡し

残　さ 処理委託

売却

処理委託

処理委託

処理委託 売却

売却

売却

蛍光灯 処理委託

再利用できる「家具類」は市民向けに、提供しています。

粗大ごみ

焼却工場 終処分場

金属材料として、建築資材などに再生利用されます。
資源物

本市ストックヤード
リサイクル事業者

終処分場

品目により次のように再生利用されます。
○　アルミ缶 　　→　 アルミ合金となり、アルミ缶などに再生利用されます。
○　スチール缶  →　金属材料として建築資材などに再生利用されます。缶

本市選別施設
（選別・圧縮）

リサイクル事業者

（主なリサイクル方法）

燃やすごみ 焼却工場 終処分場
ごみを焼却する時に発生する蒸気を利用し、発電を行っているほか、プールなど余熱利
用施設に蒸気を供給しています（サーマルリサイクル）。なお、余った電力は、電気事業
者に売却します。

びん

売却
本市選別施設

（選別）

リサイクル事業者
ガラスくず（カレット）となり、新たに「びん」をつくる材料などとして再生利用されます。

国指定のリサイクル法人

リサイクル事業者 砂状に粉砕し、山砂の代替として工事などの埋め戻し材に再利用されます。

金属材料として、建築資材などに再生利用されます。

ペットボトル 本市選別施設
（選別・梱包）

本市ストックヤード リサイクル事業者

引渡し
国指定のリサイクル法人

亜鉛・鉄など金属原料として再生利用されます。

○　繊維製品（制服、ワイシャツ、カーペットなど）に再生利用されます。
○　製品パッケージ（卵パックやブリスターパックなど）に再生利用されます。

小さな金属類 本市ストックヤード リサイクル事業者

乾電池

擬木やパレットなどプラスチック製品の原材料のほか、高炉還元剤化、コークス炉化学原
料化、油化やガス化により化学原料や燃料としても再生利用されます。

品目により次のように再生利用されます。
○　アルミ缶 　　→　 アルミ合金となり、アルミ缶などに再生利用されます。
○　スチール缶  →　金属材料として建築資材などに再生利用されます。

スプレー缶 本市ストックヤード
民間中間処理施設

（異物除去・ガス抜き・圧縮）

プラスチック製
容器包装

本市ストックヤード
民間中間処理施設

（異物除去・圧縮・梱包）

品目により次のように再生利用されます。
○新聞　→　新聞、週刊誌など　　　○雑誌・その他の紙　→　ボール箱、絵本など
○紙パック　→　トイレットペーパーなど　　○段ボール　→　段ボール箱、紙筒など

古紙 本市ストックヤード リサイクル事業者

用途によって次のように再生利用されます。
○国内外で中古衣類　　○機械の油拭きなどに使用する「ウエス」
○原料の綿などに戻し、クッション材や断熱材

古布 本市ストックヤード リサイクル事業者

蛍光灯は、部品ごとに再生利用されます。
○ガラス→グラスウール　　○水銀→水銀（工業用製品）
○アルミ・鉄・プラスチック→それぞれの原材料など　　○蛍光粉→覆土材リサイクル事業者

本市ストックヤード

燃えないごみ
民間中間処理施設
（破袋・異物除去等）

終処分場

　　　　   本　市　が　収　集　し　た　　資　源　物　の　ゆ　く　え

引渡し

リサイクル

事業者

リサイクル

事業者

国指定

 法人

リサイクル
事業者

リサイクル

事業者
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